
申 告 の ご 案 内令 和 3 年 度
（令和 2 年分）

市県民税
（国民健康保険税など）

●事業所得がある人は、帳簿や決算書など収支内
容を確認できるもの

●給与・公的年金の源泉徴収票（原本）
●医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細

書（医療を受けた人ごと、かつ医療機関ごとに
合計額を計算したもの）や、医療費のお知らせ

●寄附金控除を受ける場合は、受領書や領収書
●所得税の還付申告の場合は、本人の金融機関と

口座番号が分かる通帳など

申告に必要なもの

申 告は前年中の所得金額や所得控除額などに基づき、市県
民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保

険料などを算出する基礎となります。また、さまざまな手続き
で必要になる各種証明発行（所得証明など）にも必要です。準
備はお早めに、忘れずに申告してください。

住民税申告書・収支内訳書・医療
費明細書は次の施設にあります

税務課、メディア交流館、小岱工
芸館、みどり蒼生館、万田炭鉱館、
中央公民館、市民サービスセンター

●障害者控除を受ける場合は、障害者手帳など
●社会保険料控除を受ける場合は、社会保険など

の支払証明書か領収書。または、国民年金保険
料控除証明書か領収書

●生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合
は、保険会社から発行される生命保険や地震保
険の控除証明書

●個人番号確認書類と身元確認書類 ( 詳しくは下
記をご覧ください )

◎マイナンバーカード ( 個人番号カード ) を持っている人は…
マイナンバーカードだけで、本人確認 ( 番号確認と身元確認 ) が可能です。

◎マイナンバーカードを持っていない人は…

個人番号確認書類
( 本人のマイナンバーを確認できる書類 )

●通知カード（カードの記載事項から変更がない場合）
●住民票の写しか住民票記載事項証明書 ( ただ
し、マイナンバーの記載のあるものに限ります )
などのうちいずれか一つ

身元確認書類
( 記載したマイナンバーの持ち主である

ことを確認できる書類 )
●運転免許証
●パスポート
●在留カード

●公的医療保険の被保険者証
●身体障害者手帳
　などのうちいずれか一つ

+

申告フローチャート

▼年齢は令和 3 年１月１日現在でお考えください。
▼特例の適用などによってはフローチャートに沿わない場

合もあります。ご不明な点は問い合わせください。
※チャート中の「収入」とは総支給額のことであり、「所得」

とは収入から計算して割り出す金額です。
所得税の還付を受けるには、チャート
に関わらず必ず確定申告が必要です。

申告の必要・不要を簡易に判断するフローチャートです。申告が必要かどうか判断にご活用ください。
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・荒尾市在住の親族の税上の扶養になっている

・誰の扶養にもなっていない
・荒尾市外居住の親族の扶養になっている

・年 金 収 入のみで 151 万 5 千円（65 歳 未 満は
101 万 5 千円）以下

・年 金 収 入のみで 151 万 5 千円（65 歳 未 満は
101 万 5 千円）超、400 万円以下（控除追加時のみ）

・年金収入が 400 万円以下で、年金以外の所得
（20 万円以下）がある

・年金収入のみで 400 万円を超えている

・年金の収入があり、年金以外の所得が
20 万円を超えている

・年末調整済の給与（1 ヶ所からの給与）のみ
・給与収入が 96 万 5 千円以下

・給与収入があり、給与以外の所得が 20 万円以下

・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除を受ける
・2 カ所以上から給与を受けた
・年末調整が済んでいない（給与収入が
96 万 5 千円以下も含む）
・給与収入が 2,000 万円を超えている
・給与の収入があり、給与以外の所得が 20 万円
を超えている

・所得金額より控除金額の方が多い（所得税が課
税されない）

・所得金額より控除金額の方が少ない（所得税が
課税される）

・荒尾市在住の親族の税上の扶養になっている

・誰の扶養にもなっていない
・荒尾市外居住の親族の扶養になっている

・営業、農業所得
・不動産所得
・雑所得
・一時所得
・利子所得
・配当所得
・譲渡所得

非課税収入のみ
（遺族・障害年金、
失業給付金など）
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主に年金収入

主に給与収入
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住民税申告

※市から「簡易申告書」が送られてきている人で、すでに提出済の人は申告不要です。

YES

NO

上場株式等に係る譲渡所得と配当所得は、所得税と住民税が源泉徴収されている場合に、所得税
と住民税とで異なる課税方式が選択できます。住民税の納税通知書が届く前までに、確定申告書
とは別に住民税申告書を提出することで選択ができます。

※所得についての詳細は、税務署、市役所など
で配布している申告の手引きをご覧ください。

Municipal-government news　市政情報

申告相談会場に行かなくても申告ができます！
\新型コロナウイルス感染

症対策 /
\ 新型コロナウイルス感染

症対策 /

郵送による申告　

確定申告書様式は国税庁ホームページ、住民税申
告様式は市ホームページにも掲載しています。

e-Tax による申告　

マイナンバーカードを持っていなくても
申告書の作成は可能です。印刷したもの
を郵送か、持参してください。
マイナンバーカードを持っている人は、
パソコン（要カードリーダー）やスマー
トフォン（一部対象外あり）で申告でき
ます。

電話での申告（収入無し・非課税年金★収入のみの人）

税務課市民税係（☎ 63-1342）にご連絡ください。
★非課税年金…遺族年金や障害年金など
※電話での申告は今回のみの実施です。

問市県民税について　税務課市民税係　　　　  ☎ 63-1342
　所得税について　   玉名税務署 ( 個人課税 )　☎ 72-2125
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